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       １-２ 水道施設等の耐震化と投資的経費について 

       １-３ 宇治市の災害対応等について 

 

 資料２  答申の方向性について 

 

 

 

 

 



 

令和６年１０月１０日 

 

 

令和６年度 審議予定 
 

 

回次・開催(予定)日 主な審議内容 

第１回 

 令和6年9月12日(木) 

・本市の財政状況等 

  令和５年度の主な取組と 

令和６年度予算のポイント 

  令和５年度普通会計決算概要 

・人事院勧告について 

  人事院勧告 

・他団体との比較状況について 

・一般職の給与の状況について 

第２回 

 令和6年10月10日(木) 

・資料説明等について 

・答申の方向性について 

第３回 

 令和6年11月15日(金) 

・京都府人事委員会勧告について 

・答申案について 

答申 

 令和6年12月下旬 
 

 

 



資料１-１

令和６年度予算の事業一覧

全事業の一覧については、次ページ以降を参照

物価高騰対応策に係る、令和５年度決算額（約３３億円）と令和６年度

予算額（約１８．４億円）の内容について

歳入

5年度 6年度

約2.5億円 -

約7.0億円 -

約22.0億円 約18.4億円

約31.5億円 約18.4億円

歳出
単位：千円

5年度決算 6年度予算

257,726 -

2,463,540 1,592,000

2,376 -

156,807 185,000

（うち、市単費支出分） (112,150) -

30,957 46,000

（うち、市単費支出分） (30,957) -

14,356 14,000

298,863 -

8,007 -

78,334 -

- 6,000

3,310,966 1,843,000

(143,107) -(うち、市単費支出分)

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

物価高騰対策給付金事業費

肥料価格高騰対策事業

水道料金等減免事業補助金

学校給食費高騰対策事業費

先端設備等導入支援事業費

うじの生活おうえんデジタルクーポン事業費

商店街等販売促進支援事業費

福祉施設等物価高騰対策事業費

農業生産性等向上支援事業費

合計

事業名

物価高騰対策に係る交付金等

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金

新型コロナウイルス感染症対応地域創生臨時交付金

物価高騰対応重点支援地域創生臨時交付金

合計



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



-41-



-42-



資料１－２ 

水道施設等の耐震化と投資的経費について 

 

 

１ 耐震化の進捗について                            

 

  水道               下水道 

施設 耐震化率  施設 耐震化率 

浄水場 約 82％  処理場 概ね完了 

配水池 約 40％  重要管路 約 62％ 

基幹管路 約 30％    

  

 

２ 投資的経費について                             

 

                  令和４年度決算より 

 収入に対する企業債

残高の比率 
企業債残高 

水 道 359.01％ 9,394,610千円 

下水道 1,342.33％ 41,519,704千円 

 

水道 

   収入に対する企業債残高の比率（企業債残高対給水収益比率）は、給水収益の減

少や水道施設の更新・耐震化進めたことに伴う企業債発行等の増により、全国平均

値（268.07％）や類似団体平均値（294.73％）を大幅に上回っている。 

 

 下水道 

   今なお下水道整備に取り組んでいることから、多額の設備投資・公債の償還を要

する状況であり、整備を完了している類似団体（525.07％）や全国平均値（652.82％）

と比較して、企業債残高の比率は高い状況となっている。 

 

【参考資料】                      令和４年度決算より 

 収入 

（水道料金又は 

下水道使用料） 

企業債借入金 

（R4実績） 

企業債償還金 

（R4実績） 

水 道 2,616,804千円 1,547,100千円 454,674千円 

下水道 2,706,848千円 1,857,900千円 2,417,670千円 
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宇治市水道事業ビジョン・経営戦略
計画期間：令和3年度～令和12年度

京都府営水道
ビジョン（改訂版）

京都水道
グランドデザイン

宇治市公共施設等
総合管理計画

宇治市
第5次総合計画

総務省 経営戦略策定・
改定ガイドライン

厚生労働省
新水道ビジョン

パブリックコメント
宇治市水道事業
経営審議会

計画期間と位置付け

　本ビジョンの計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間とします。

　本ビジョンは「宇治市第5次総合計画」、「宇治市公共施設等総合管理計画」を上位計画とし、厚生

労働省の「新水道ビジョン」、総務省の「経営戦略策定・改定ガイドライン」の策定方針を踏まえるとと

もに、京都府の策定している「京都水道グランドデザイン」、「京都府営水道ビジョン（改訂版）」を参考

にし、有識者や市民公募委員等を含む「宇治市水道事業経営審議会」により策定しています。

基本理念

　宇治市の水道事業は、今後、水需要のさらなる減少が見込まれるなかで、老朽化が進む水道施設の

維持管理や更新需要への対応、地震等災害への備え、水道を担う人材の確保や技術の継承などの

様々な課題に取り組む必要があります。本ビジョンでは、「安全」「強靭」「持続」を包括的に表現した基

本理念を次のとおり掲げます。

　この基本理念の実現に向け、将来にわたってお客さまとの信頼関係を大切にした、未来へつながる

水道事業を目指します。

「宇治市水道事業ビジョン・経営戦略」策定にあたって

　近年、水道事業を取り巻く環境は大きく変化していますが、今後も経営環境の変化に的確に対応

し、持続的な事業経営に取り組んでいく必要があります。そこで、平成22年3月に策定した「宇治市地

域水道ビジョン」の次なる事業計画として、今後10年間の水道事業の方向性および投資・財政計画を

示した「宇治市水道事業ビジョン・経営戦略(以下「本ビジョン」)」を新たに策定します。

安全な水道水の確実かつ持続的な供給
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基本理念を実現するための基本施策

　基本理念の実現に向けた取り組みの方向として、3つの基本方針を掲げます。また、基本方針のも

と、具体的な事業を実施するための8つの基本目標と20の基本施策を定めます。

原水から蛇口にいたるまでの水質管理を徹底し、お客さまが安心して水道を利用できるよ

う、環境部局等の関係者間の連携と検査体制の充実を徹底します。

水質に関する情報提供や水道週間による啓発活動などを通じて、お客さまとの信頼性向上

につなげます。

●

●

全てのお客さまが、いつでもどこでも、
安心して水をおいしく飲める水道を目指します。

安全で
安心できる水道

基本
方針1

平常時の給水はもとより、地震等の災害時にも一定量の給水を確保できるよう、水道施設の

更新・耐震化を進めます。

災害時においても的確な対応が図れるよう、水供給のバックアップ機能や、応急給水・応急

復旧体制の強化等、危機管理の強化を目指します。

●

●

自然災害等による被害を最小限にとどめる、
強靭な水道を目指します。

強靭で災害に強く
たくましい水道

基本
方針2

1

2

1

2

3

水道施設の更新・耐震化の推進

基本施策基本目標

浄水場等の整備

管路の更新・耐震化

施設情報の管理

京都府営水と自己水の継続

災害時に機能する体制の強化

2-1

危機管理の強化
2-2

原水水質の管理

水質管理体制の充実

鉛製給水管の解消

貯水槽水道の管理

情報の公開

信頼性の向上

1

2

3

4

1

2

水質管理の充実

積極的な情報提供

1-1

基本施策基本目標

1-2

水質試験室

宇治浄水場
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今後の水需要の減少を見据え、水道施設の統廃合やダウンサイジング等により、施設の規

模・配置の適正化を図ります。

人材の育成と技術の継承により、組織体制を強化します。

事業運営における省エネルギーを推進し、再生資源の有効活用に努めます。

将来にわたり安定した事業経営を維持するため、民間委託や広域連携を推進します。

また、財政基盤の強化や水道料金制度の見直しに取り組み、健全な経営を目指します。

●

●

●

●

給水人口や水需要が減少する状況においても、
健全かつ安定した、持続可能な水道を目指します。

将来にわたって
持続可能な水道

基本
方針3

1

1

1

2

3

1

2

3

4

人材の育成と技術の継承

省エネルギーの推進

水道工事のコスト縮減

再生資源の有効活用

民間委託の推進

広域連携の推進

財政基盤の強化

水道料金制度の見直し

水道施設の再編成

効率的な健全経営
3-4

安定した水運用3-1

組織体制の強化3-2

環境負荷の低減
3-3

基本施策基本目標

内部研修会
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経営戦略

　水道事業における今後の経営状況を的確に把握し、計画的に水道施設の更新・耐震化を進め、将

来にわたって安定的に水道事業を持続していくために、今後10年間の経営戦略を策定しています。

《投資計画》

　水道事業を将来にわ

たり安定的に持続させ

るため、今後も引き続き

更新・耐震化等の施設整

備に取り組む必要があ

り、10年間で約130億

円の建設投資を見込ん

でいます。

《財政計画》

　投資計画を含めた水

道全体の事業を実行す

るにあたって、水道施

設・設備の投資見通しで

ある支出と財源見通しで

ある収入を試算した収

支計画を策定しました。

　収支計画の収支均衡

に向けて以下の施策に取

り組み、計画期間内に収

支の改善を図ります。

●  遊休資産の利活用や売却等
●  民間活力の活用による業務委託の範囲拡大として、営業業務の委託に向けての検討
●  水道施設の再編成や投資効率の向上など、京都府内の水道事業者と広域連携の取り組みを検討
●  上下水道部における組織の簡素化や統合など、効果的・効率的な組織再編
●  施設管理の一括発注や公用車の更新時期の延伸などの経費削減、債券運用等の新たな収入の確保
●  投資事業の新たな財源確保の観点から、国庫補助金の獲得
●  今後の水需要の減少等を踏まえた、適正な料金水準への改定に向けた検討
●  現世代と将来世代の負担を考慮した企業債の発行

今後10年間の投資計画

鉛製給水管の解消

浄水場等の整備

管路の更新・耐震化

水道施設の再編成

事業費（億円）基本施策 事業名
10.0
27.9
38.6
26.0
25.0
2.2
0.3

130.0

鉛製給水管解消事業
浄水場整備事業
主要配水池・ポンプ場耐震化等整備事業
基幹管路更新・耐震化事業
老朽管更新・耐震化事業
浄水場統廃合事業
配水区域再編事業

計

概算事業費130億円

収支計画の収支均衡に向けた施策

主要配水池・
ポンプ場耐震化等
整備事業
29.7%

配水区域再編事業
0.2%

鉛製給水管
解消事業
7.7%

浄水場統廃合事業
1.7%

基幹管路更新・
耐震化事業
20.0%

老朽管更新・
耐震化事業
19.2%

浄水場
整備事業
21.5%
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●収支計画

《収支計画の今後》

　水道事業は公営企業であり、独立採算制を原則としていることから、収益的収支で純利益を出して

必要な投資を行うことが重要です。

　宇治市では、経営に必要な費用のほとんどを水道料金で賄い、投資については主に企業債の借り

入れで賄っており、水道料金の改定は現世代の負担が増え、企業債の発行は将来世代の負担が増え

ることになります。

　今後は、現世代と将来世代の負担を考慮しながら、水道事業を取り巻く経営環境の変化に注視し、

収支均衡を図るための施策に取り組むとともに、適宜収支計画を見直しながら、時代にあった様々な

施策を検討していきます。

収益的収入 
給水収益
長期前受金戻入
その他収入

収益的支出 

当年度純損益

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
3,513
2,899
300
314
3,824
485
1,564
885
80
810
-311

3,465
2,830
303
332
3,905
481
1,643
938
68
775
-440

3,440
2,809
299
332
3,945
481
1,643
984
63
774
-505

3,388
2,764
294
330
3,964
481
1,632
1,018
59
774
-576

3,345
2,736
288
321
3,999
481
1,627
1,062
56
773
-654

項目

職員給与費
受水費
減価償却費等
支払利息
その他費用 

【収益的収支】

資本的収入 
企業債
出資金
その他収入

資本的支出

収支過不足

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
2,013
1,437
197
379
2,766
2,318
448
-753

1,895
1,506
305
84

2,716
2,261
455
-821

1,369
1,105
164
100
2,196
1,788
408
-827

1,202
1,040
110
52

2,064
1,703
361
-862

1,242
1,133
86
23

2,164
1,802
362
-922

項目

建設改良費
企業債償還金

【資本的収支】 （百万円）

（百万円）

資金残高 
企業債残高 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1,418
8,681

968
9,732

462
10,429

-114
11,108

-768
11,879

令和8年度
3,309
2,705
285
319
4,047
481
1,621
1,117
54
774
-738

令和8年度
1,049
775
222
52

2,013
1,633
380
-964

令和8年度
-1,505
12,274

令和9年度
3,266
2,670
275
321
4,065
481
1,619
1,141
52 
772
-799

令和9年度
1,167
786
363
18

2,180
1,776
404

-1,013

令和9年度
-2,305
12,656

令和10年度
3,217
2,632
266
319
4,091
481
1,610
1,178
51
771
-874

令和10年度
1,066
845
152
69

2,111
1,668
443

-1,045

令和10年度
-3,178
13,058

令和11年度
3,171
2,591
261
319
4,112
481
1,604
1,206
50
771
-941

令和11年度
991
764
207
20

2,070
1,633
437

-1,079

令和11年度
-4,119
13,385

令和12年度
3,135
2,560
255
320
4,130
481
1,600
1,229
49
771
-995

令和12年度
1,107
852
237
18

2,228
1,781
447

-1,121

令和12年度
-5,115
13,790

項目

【資金残高および企業債残高】 （百万円）
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計画の進捗管理

　本ビジョンの施策を実施するため、進捗状況を管理し、今後の社会情勢の変化にあわせ、計画期間

内において3～5年を目途に見直しを行います。

　PDCAサイクルで、事業の進捗や目標の達成状況を検証し、未達成事業への対応や新たなニーズを

把握して改善策を検討することにより、より効果的・効率的に事業を実施し、基本理念の実現を目指

します。

Act
改善

Check
評価・検証

Do
行動

Plan
計画

・ニーズの把握
・改善策の検討
・経営審議会に
 よる検証

・事業進捗の
  検証
・原因の分析

・計画の策定
・目標の設定

・計画の実施、運営
・施策の実現

継続的改善

PDCAサイクル

6
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資料１－３ 

宇治市の災害対応等について 

 

 

 

○避難所の開設 

 

 避難所の開設は市長が行い、宇治市の地区班員が避難所の運営を行う。 

 

【指定緊急避難場所の開設フロー】 

 

ア．地震 

 

 

 

イ．水害 

 

 

 

 

 

 

 

災害事象 避難所に職員が参集 ➡ 避難所の開錠 ➡ 避難所へ避難者の受け入れ

地震（震度５強以上）
宇治市の地区班員は予め指定されている
担当地区（小学校等）へ全員自動参集

施設管理者又は宇治市の地区班員の内、
先に到着した者

宇治市の地区班員

地震（震度５弱以下）
宇治市の災害対策本部の連絡により、指
示された場所に宇治市の地区班員が参集
し、参集場所から避難所へ向かう

施設管理者又は宇治市の地区班員の内、
先に到着した者

宇治市の地区班員

災害事象 避難所に職員が参集 ➡ 避難所の開錠 ➡ 避難所へ避難者の受け入れ

水害
宇治市の災害対策本部の連絡により、指
示された場所に宇治市の地区班員が参集
し、参集場所から避難所へ向かう

施設管理者又は宇治市の地区班員の内、
先に到着した者

宇治市の地区班員

・指定緊急避難場所とは… 

 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所で、想定される災害に

対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命

及び身体に危険を及ぼすおそれのある者がない場所であって、災害発生時に迅

速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するもの。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市地域防災計画 
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資料１－12 宇治市災害対策本部組織図 

 

  

技監

理事 自衛隊

市長公室長 国土交通省

政策企画部長 京都府

総務・市民協働部長 宇治警察署

産業観光部長

人権環境部長

福祉こども部長

健康長寿部長

建設部長

都市整備部長

議会事務局長

上下水道部長

教育部長

消防長

※
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各班は必要に応じて、連絡・調整を行う連絡員を本部に配置する

　　

災害対策本部

本
部
員

（
本
部
長
が
指
名
す
る
者

）

上
下
水
道
部
長

※復興班を設置するまでの間、政策企画部長は調達班を担当する

調整会議 危機管理監・市長公室長・総務部長・建設部長

＋ 必要に応じて招集する本部員

副本部長（副市長・教育長）

本部長（市長）
災害対策本部会議

意思決定機関

本
部
事
務
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（
庶
務
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機
管
理
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＋
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調整機関

本部事務局長（危機管理監）

関係協力機関

実施機関
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資料１－２ 避難施設一覧 

（令和4年4月1日現在） 

１．指定緊急避難場所（指定避難所も兼ねる） 

地区班 
開設 

順位 
施設名 

収容人数 

所在地 

指定緊急避難場所 

施設分 空地 洪水 
崖 崩 れ 、

土石流及

び地滑り 

地震 

笠取小 １ 笠取小学校 500  1,430  西笠取石原 22 ○ ○ ○ 

笠取第二小 １ 笠取第二小学校 500  1,500  炭山直谷 31 ○  ○ 

木幡小 １ 木幡小学校 1,490  2,640  木幡赤塚 4 ○ ○ ○ 

御蔵山小 １ 
御蔵山小学校 1,500  3,460  木幡御蔵山 39-4 ○ ○ ○ 

木幡中学校 2,640  7,240  木幡内畑 34 ※ ○ ○ 

宇治小 １ 宇治小学校・黄檗中学校 5,210  4,200  五ケ庄三番割 27 ○ ○ ○ 

岡屋小 １ 
岡屋小学校 1,720  3,220  五ケ庄寺界道 37-3 ○ ○ ○ 

東宇治中学校 3,090  6,240  五ケ庄池ﾉ浦 36-1 ○ ○ ○ 

南部小 １ 南部小学校 1,720  4,000  五ケ庄戸ﾉ内 15-1 ※ ○ ○ 

三室戸小 １ 三室戸小学校 1,400  3,150  道岡谷 16-2 ○ ○ ○ 

菟道小 １ 菟道小学校 1,460  4,600  宇治塔川 102 ○ ○ ○ 

菟道第二小 １ 
菟道第二小学校 1,770  5,170  宇治琵琶 63-3 ○ ○ ○ 

宇治中学校 2,580  5,660  宇治矢落 64-1 ○ ○ ○ 

神明小 １ 神明小学校 1,670  3,200  神明石塚 32 ○ ○ ○ 

大開小 １ 
大開小学校 1,700  3,640  広野町大開 35 ○ ○ ○ 

広野中学校 2,450  8,600  広野町尖山 3 ○  ○ 

大久保小 １ 大久保小学校 1,860  3,740  広野町中島 1-1 ○ ○ ○ 

槇島小 １ 
槇島小学校 1,820  6,950  槇島町吹前 35 ※ ○ ○ 

北宇治中学校 2,160  7,200  槇島町島前 33 ※ ○ ○ 

北槇島小 １ 
北槇島小学校 1,640  3,860  槇島町本屋敷 40-2 ※ ○ ○ 

槇島中学校 1,740  7,380  槇島町本屋敷 35-1 ※ ○ ○ 

北小倉小 １ 北小倉小学校 1,740  3,980  小倉町堀池 72 ※ ○ ○ 

西小倉小 １ 
西小倉小学校 1,750  4,870  伊勢田町遊田 69 ※ ○ ○ 

西小倉中学校 2,370  6,660  伊勢田町遊田 7-1 ※ ○ ○ 

南小倉小 １ 南小倉小学校 1,810  3,710  小倉町南浦 40-1 ※ ○ ○ 

小倉小 １ 小倉小学校 1,880  3,870  小倉町西畑 1-4 ○ ○ ○ 

伊勢田小 １ 
伊勢田小学校 1,790  4,540  伊勢田町井尻 3 ※ ○ ○ 

西宇治中学校 2,130  9,130  伊勢田町南山 21-1 ○ ○ ○ 

西大久保小 １ 西大久保小学校 1,660  3,520  大久保町旦椋 25 ※ ○ ○ 

平盛小 １ 
平盛小学校 1,760  3,550  大久保町平盛 91-3 ※ ○ ○ 

南宇治中学校 2,390  7,410  大久保町平盛 31-5 ※ ○ ○ 

計 59,900 148,320  

 
注 洪水時避難所欄の○印は「洪水浸水想定区域外にある避難所」、 

※印は「洪水浸水想定区域内にある３階建て以上の避難所であり、洪水時は垂直避難（最上階への避難）が可

能な施設」を意味する。 
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２．指定避難所・空地関係 

地区班 
開設 

順位 
施設名 

収容人数 
所在地 備考 

洪水時 

避難所 

土砂災 

区域 施設分 空地 

笠取小 ２ 
宇治市総合野外活動センター 

（アクトパル宇治） 
304 3,050 西笠取辻出川西１  ○ ∨ 

笠取第二小 ２ 京都芸術高等学校炭山体育館 593  炭山乾谷 7－7 民間施設 ○  

木幡小 ３ 

木幡幼稚園 170  630  木幡檜尾 47-1   ○  

木幡保育所 330    木幡東中 10-2   ○  

北木幡保育所 250    木幡陣ﾉ内 1      

コミュニティワークこはた館 100    木幡河原 3-12      

河原青少年センター 200    木幡河原 5-5      

御蔵山小 ２ 東宇治高等学校 410  10,000  木幡平尾 43-2 府立施設 ○  

宇治小 
２ 

黄檗体育館（黄檗公園） 1,300  33,109  五ケ庄三番割 25-1   ○  

莵道高等学校 430  8,600  五ケ庄五雲峰 4-1 府立施設 ○ ∨ 

３ 東宇治コミュニティセンター 300  五ケ庄三番割 36-5  ○ ∨ 

南部小 ３ 
お茶と宇治のまち交流館 
（お茶と宇治のまち歴史公園） 

63 873 道丸山 203-1    

岡屋小 
３ 東宇治幼稚園 210  850  五ケ庄梅林官有地   ○  

３ 木幡公民館 200    木幡内畑 34-7      

菟道小 

２ 京都翔英高等学校 第２体育館 486  宇治東内 40-8-2 民間施設 ○  

３ 

ゆめりあうじ 60  宇治里尻 5-9  ※ 
 

 

善法保育所 140    宇治善法 116-2   ○  

コミュニティワークうじ館 170    宇治善法 31   ○  

善法青少年センター 300    宇治善法 110-1   ○  

菟道第二小 ３ 

文化センター 5,710    折居台 1 丁目 1   ○  

中央公民館 200    折居台 1 丁目 1   ○  

神明幼稚園 190  360  宇治野神 57   ○  

宇治保育所 240    宇治弐番 84-10   ○  

生涯学習センター 400    宇治琵琶 45-14   ○  

大開小 ２ 立命館宇治中学校・高等学校 670  13,940  広野町八軒屋谷 33-1 民間施設 ○ ∨ 

大久保小 

２ 宇治支援学校 260 2,070 広野町丸山 10 府立施設 ○  

３ 
広野公民館 200    広野町寺山 17-403   ○  

南宇治コミュニティセンター 300    大久保町上ﾉ山 42-3   ○  

槇島小 ３ 槇島コミュニティセンター 230    槇島町大川原 27-5      

北槇島小 ２ 京都文教学園宇治キャンパス 1,010  5,740  槇島町千足 80 民間施設 ※  

北小倉小 
２ 西宇治体育館（西宇治公園） 1,500 12,750 小倉町蓮池 20-1  ※  

３ 西小倉コミュニティセンター 240    小倉町南堀池 107-1      

西小倉小 ３ 西小倉保育所 270    伊勢田町遊田 69      

南小倉小 ２ 城南菱創高等学校 840 8,680 小倉町南堀池 府立施設 ※  

小倉小 ３ 
小倉双葉園保育所 380    小倉町西畑 13   ○  

小倉公民館 180    小倉町寺内 91      

西大久保小 ３ 

産業振興センター 138  大久保町西ノ端 1-25    

大久保保育所 280    大久保町旦椋 25      

大久保青少年センター 140  490  大久保町山ノ内 3  ○  

城南勤労者福祉会館 203  伊勢田町新中ノ荒 21-8 府立施設 ※  

計 19,597 101,142     

注 ・洪水時避難所欄の○印は「洪水浸水想定区域外にある避難所」、 

※印は「洪水浸水想定区域内にある３階建て以上の避難所であり、洪水時は垂直避難（最上階への避難）が

可能な施設」を意味する。 

   

・土砂災区域欄の∨印は「土砂災害（特別）警戒区域内にあり、土砂災害発生の危険がある場合、使用を制限

する避難所」を意味する。 
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３．空地関係 

地区班 施設名 
収容人数 

住所 備考 
洪水時 

避難場所 

土砂災 

区域 （空地） 

御蔵山小 平尾台第４児童公園 3,560  平尾台 2 丁目 14   ○  

宇治小 
莵道公園 4,630  羽戸山 2 丁目 1-79   ○ ∨ 

黄檗ふれあい公園 3,200  五ケ庄二番割 53-1   ○  

南部小 アル・プラザ宇治東 駐車場 5,000  道平町 28-1 民間施設 ※  

三室戸小 
立命館宇治中学校・高等学校 

莵道グラウンド 
5,140  道出口 民間施設 ○  

菟道第二小 
パルティール京都 駐車場 5,000  宇治樋ﾉ尻 88 民間施設   

東山公園 16,210  折居台 1 丁目 2   ○  

大開小 

城南荘児童公園 2,540  神明宮東 88   ○  

京都府立学校共用運動場 

（城南の丘グラウンド） 
8,750  広野町大開 府立施設 ○ ∨ 

槇島小 
槇島公園 1,000  槇島町北内 156      

宇治徳洲会病院 第１駐車場 4,368 槇島町石橋 145 民間施設   

伊勢田小 北山公園 1,700  伊勢田町北山 20   ○   

計 61,098     

 

注 ・洪水時避難場所欄の○印は「洪水浸水想定区域外にある避難場所」、 

※印は「洪水浸水想定区域内にある３階建て以上の避難場所であり、洪水時は垂直避難（最上階への避難）

が可能な施設」を意味する。 

   

・土砂災区域欄の∨印は「土砂災害（特別）警戒区域内にあり、土砂災害発生の危険がある場合、使用を制限

する避難所」を意味する。 

 

 

区分 

施設分 空地 

箇所数 

（ヶ所） 

避難収容人数

（人） 

箇所数 

（ヶ所） 

避難収容人数

（人） 

１． 指定緊急避難場所 

（指定避難所も兼ねる） 
31 59,900 31 148,320 

２．指定避難所・空地関係 40 19,597 14 101,142 

３．空地関係   12 61,098 

総計 71 79,497 57 310,560 
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４．その他避難所（集会所等） 

 施設名 所在地 

１ 六地蔵公会堂 六地蔵奈良町 35-10 

２ 六地蔵南集会所 六地蔵柿ノ木町 27 

３ 御蔵山南集会所 木幡御蔵山 39-1638 

４ 南木幡集会所 木幡南山 4-54 

５ 御蔵山集会所 木幡赤塚 49-4 

６ 南山集会所 木幡南山 13-99 

７ 西木幡集会所 木幡熊小路 19-144 

８ 中木幡集会所 木幡北畠 10-10 

９ 木幡北畠集会所 木幡北畠 45-8 

10 東木幡集会所 木幡南山 68-3 

11 木幡熊小路集会所 木幡熊小路 38-115 

12 登り集会所 木幡花揃 13-3 

13 平尾集会所 木幡平尾 16-4 

14 平尾南集会所 木幡平尾 67-2 

15 平尾東集会所 木幡平尾 27-53 

16 平尾北集会所 木幡平尾 28-821 

17 須留集会所 木幡須留 5-75 

18 木幡檜尾集会所 木幡檜尾 47-7 

19 南山南集会所 木幡南山 54-11 

20 御園集会所 木幡御園 20-109 

21 平尾台西集会所 平尾台一丁目 19-11 

22 平尾台東集会所 平尾台三丁目 13-6 

23 大和田集会所 五ケ庄西浦 22-6 

24 西岡屋会館 五ケ庄寺界道 69-1 

25 三番割集会所 五ケ庄三番割 37 

26 南部福角集会所 五ケ庄福角 35-20 

27 一番割集会所 五ケ庄一番割 64 

28 西川原集会所 五ケ庄西川原 21-29 

29 福角集会所 五ケ庄福角 1-1 

30 五ケ庄東集会所 五ケ庄芝ノ東 17-25 

31 広芝集会所 五ケ庄芝ノ東 40-4 

32 五ケ庄南集会所 五ケ庄岡本 1-4 

33 広岡谷集会所 五ケ庄広岡谷 2-506 

34 大林集会所 五ケ庄大林 21-6 

35 大和田西集会所 五ケ庄新開 14-51 

36 羽戸山集会所 羽戸山二丁目 1-178 

37 明星集会所 明星町一丁目 9-87 

38 三室戸集会所 道荒槇 33-1 

39 車田集会所 道車田 25-12 

40 道集会所 道河原 7-1 

41 道北集会所 道東隼上り 5-142 

42 道藪里集会所 道藪里 14-65 

43 道南集会所 道荒槇 1-83 

44 平町集会所 道平町 60-97 

45 三室戸北集会所 道出口 40-71 

46 志津川集会所 志津川南組 16-3 

47 笠取南部集会所 炭山直谷 31-12 
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 施設名 所在地 

48 笠取集会所 東笠取稲出 23-4 

49 矢落集会所 宇治矢落 71 

50 玉池集会所 宇治池森 38-5 

51 若宮集会所 宇治壱番 103 

52 妙楽集会所 宇治妙楽 13-11 

53 新半白集会所 宇治半白 76-3 

54 下居集会所 宇治下居 82-6 

55 半白集会所 宇治半白 20-42 

56 上権現集会所 宇治大谷 5-16 

57 川東集会所 宇治東内 21乙 

58 蔭山集会所 宇治蔭山 68-98 

59 宇治橋通集会所 宇治壱番 65-5 

60 市役所前集会所 宇治下居 10-3 

61 戸ノ内集会所 宇治戸ノ内 64-5 

62 御廟集会所 宇治御廟 29-12 

63 蔭山東集会所 宇治蔭山 30-10 

64 米阪集会所 宇治米阪 5-67 

65 里尻集会所 宇治里尻 6-4 

66 天神台集会所 天神台一丁目 1-8 

67 琵琶台集会所 琵琶台三丁目 9-6 

68 宇治野神集会所 琵琶台三丁目 12-3 

69 折居台北集会所 折居台二丁目 1-122 

70 折居台南集会所 折居台一丁目 4-207 

71 折居台東集会所 折居台四丁目 1-228 

72 白川集会所 白川姿婆山 16-1 

73 神明集会所 神明石塚 92-2 

74 城南荘集会所 神明宮東 88 

75 宮西集会所 神明宮西 46-1 

76 羽拍子集会所 羽拍子町 27-48 

77 南陵集会所 南陵町一丁目 1-353 

78 南陵南集会所 南陵町三丁目 1-74 

79 一ノ坪集会所 槇島町一ﾉ坪 321-9 

80 落合集会所 槇島町落合 97-7 

81 槇島十一集会所 槇島町十一 113-16 

82 西目川集会所 槇島町落合 230 

83 下村集会所 槇島町大幡 48-4 

84 東目川集会所 槇島町清水 17-1 

85 紫ケ丘集会所 槇島町南落合 56-20 

86 槇島集会所 槇島町北内 24-2 

87 槇島三軒家集会所 槇島町一ノ坪 158 

88 吹前集会所 槇島町吹前 37 

89 西小倉集会所 小倉町南堀池 52-3 

90 蓮池中集会所 小倉町蓮池 151-25 

91 西山集会所 小倉町西山 19-12 

92 堀池集会所 小倉町堀池 39-42 

93 蓮池集会所 小倉町蓮池 102-12 

94 老ノ木集会所 小倉町老ノ木 53-4 
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 施設名 所在地 

95 西浦東集会所 小倉町西浦 26-14 

96 南小倉集会所 小倉町南浦 71-138 

97 南堀池集会所 小倉町南堀池 85-7 

98 春日森集会所 小倉町春日森 44-3 

99 中畑集会所 小倉町中畑 49-3 

100 東堀池集会所 小倉町堀池 23-18 

101 開集会所 開町 63-4 

102 砂田集会所 伊勢田町砂田 6-132 

103 名木集会所 伊勢田町名木一丁目 1-280 

104 中ノ田集会所 伊勢田町中ﾉ田 37-178 

105 名木西集会所 伊勢田町名木二丁目 1-59 

106 伊勢田西集会所 伊勢田町ウトロ 2-89 

107 南遊田集会所 伊勢田町南遊田 13-13 

108 伊勢田北集会所 伊勢田町若林 21-3 

109 伊勢田南集会所 伊勢田町南山 42-16 

110 伊勢田集会所 伊勢田町毛語 60 

111 砂田北集会所 伊勢田町砂田 40-6 

112 安田町集会所 安田町大納言 1 

113 緑ケ原集会所 広野町新成田 26-1 

114 広野集会所 広野町丸山 1-1 

115 奥広野集会所 広野町尖山 2-21 

116 広野丸山集会所 広野町丸山 52-11 

117 南広野集会所 広野町寺山 45-15 

118 小根尾集会所 広野町小根尾 138-227 

119 広野三軒家集会所 広野町大開 177-3 

120 広野宮谷集会所 広野町宮谷 106-8 

121 広野寺山集会所 広野町寺山 58-118 

122 北広野集会所 広野町桐生谷 46-59 

123 大開集会所 広野町大開 51-4 

124 大開西集会所 広野町大開 9-129 

125 西広野集会所 広野町西裏 50-3 

126 尖山集会所 広野町尖山 4-657 

127 広野友が丘東集会所 広野町尖山 34-1 

128 広野成田集会所 広野町成田 1-48 

129 寺山台集会所 寺山台二丁目 10-1 

130 西大久保集会所 大久保町旦椋 28-3 

131 南大久保集会所 大久保町上ノ山 53-53 

132 平盛集会所 大久保町平盛 15-14 
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資料１－39 防災備蓄倉庫 

 

1．所在地                         

地区班 施 設 名 所 在 地 連絡方法等 

菟道小 
菟道小学校 宇治塔川102 39-9110       防災無線 201 

京都翔英高校第二体育館 宇治東内40-8-2 23-2238 

菟道第二小 
菟道第二小学校 宇治琵琶63-3 39-9112       防災無線 202 

宇治中学校 宇治矢落64-1 39-9158    防災無線 231 

神明小 神明小学校 神明石塚32 39-9114       防災無線 203 

槇島小 
槇島小学校 槇島町吹前35 39-9117       防災無線 204 

北宇治中学校 槇島町島前33 39-9160        防災無線 232 

北槇島小 
北槇島小学校 槇島町本屋敷40-2 39-9119       防災無線 205 

槇島中学校 槇島町本屋敷35-1 39-9162    防災無線 233 

小倉小 小倉小学校 小倉町西畑1-4 39-9121       防災無線 206 

伊勢田小 
伊勢田小学校 伊勢田町井尻3 39-9125       防災無線 207 

西宇治中学校 伊勢田町南山21-1 39-9166        防災無線 235 

西小倉小 
西小倉小学校 伊勢田町遊田69 39-9127       防災無線 208 

西小倉中学校 伊勢田町遊田7-1 39-9164    防災無線  234 

北小倉小 
北小倉小学校 小倉町堀池72 39-9129       防災無線 209 

西宇治体育館 小倉町蓮池20-1 39-9251        防災無線  422 

南小倉小 南小倉小学校 小倉町南浦40－1 39-9131       防災無線 210 

大久保小 
大久保小学校 広野町中島1-1 39-9134       防災無線 211 

宇治支援学校 広野町丸山10 41-3701        防災無線 616 

大開小 
大開小学校 広野町大開35 39-9136       防災無線 212 

広野中学校 広野町尖山3 39-9170    防災無線 237 

西大久保小 西大久保小学校 大久保町旦椋25 39-9138       防災無線 213 

平盛小 
平盛小学校 大久保町平盛91-3 39-9140      防災無線 214 

南宇治中学校 大久保町平盛31-5 39-9168    防災無線 236 

宇治小 
宇治小学校 
黄檗中学校 

五ケ庄三番割27 
39-9145     

防災無線 215 
39-9143 

三室戸小 三室戸小学校 道岡谷16－2 39-9148       防災無線 216 

南部小 
南部小学校 五ケ庄戸ノ内15-1 39-9150       防災無線 217 

お茶と宇治のまち 
歴史公園 

菟道丸山203-1 公開番号ﾅｼ   防災無線  252 

岡屋小 
岡屋小学校 五ケ庄寺界道37-3 39-9152       防災無線 218 

東宇治中学校 五ケ庄池ノ浦36-1 39-9172    防災無線  238 

木幡小 木幡小学校 木幡赤塚4 39-9154       防災無線 219 

御蔵山小 
御蔵山小学校 木幡御蔵山39-4 39-9156       防災無線 220 

木幡中学校 木幡内畑34 39-9174    防災無線 239 

笠取小 笠取小学校 西笠取石原22 075-571-0018  防災無線  221 

笠取第二小 笠取第二小学校 炭山直谷21 32-4238     防災無線  222 

本部 宇治市役所 宇治琵琶33 39-9421     防災無線  100 
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2．備蓄資材一覧 

           

① 分散備蓄資材                       令和3年4月1日現在 

地区班 施 設 名 

簡易 
トイレ 

ﾏﾝﾎｰﾙ 
トイレ 

毛布 
高 齢 者
おむつ 

乳幼児 
おむつ 

生理 
用品 

発電機 
簡易 

間仕切り 

 (組)  (台)  (枚)  (枚)  (枚)  (枚)  (台)  (組) 

菟道小 
菟道小 40 1 500 204 748 2,160 3 20 

京都翔英   100      

菟道第二小 
菟道第二小 30 1 120 420 1,124 4,320 3 20 

宇治中   50      

神明小 神明小 30 1 400 228 468 6,480 3 20 

槇島小 
槇島小 20  50 204 512  1 20 

北宇治中   50      

北槇島小 
北槇島小 30 1 500 204 468 2,160 3 20 

槇島中   20      

小倉小 小倉小 20 1 50 192 504 2,160 2  

伊勢田小 
伊勢田小 20 1 300 204 468 2,160 3 20 

西宇治中   50      

西小倉小 
西小倉小 30 1 50 420 972 6,480 3 20 

西小倉中   50      

北小倉小 
北小倉小 20 1 1,500 192 504 2,160 3 20 

西宇治体育館 10  1,000 228 468 4,320  20 

南小倉小 南小倉小 95 4 1,000 912 1,512 4,320 3 20 

大久保小 
大久保小 20 1 400 228 936 6,480 3 20 

宇治支援学校 10  100 228 468 2,160  10 

大開小 
大開小 30 1 900 432 2,790 6,480 3 20 

広野中   50      

西大久保小 西大久保小 40 4 1,000 192 504 2,160 3 20 

平盛小 
平盛小 20  50 192 504 432 1  

南宇治中 10  700    2 20 

宇治小 
宇治小 
黄檗中 

20 2 1,400 192 468 2,160 3 20 

三室戸小 三室戸小 40 6 670 576 504 4,752 3 20 

南部小 南部小 30 1 400 204 468 6,480 3 20 

岡屋小 
岡屋小 30 1 30 192 504 2,160 3 20 

東宇治中   50      

木幡小 木幡小 20 1 900 192 982 2,160 3 20 

御蔵山小 
御蔵山小 20  50 408 1,936 3,600 1 20 

木幡中   50      

笠取小 笠取小 5  50 204 544 432 1 20 

笠取第二小 笠取第二小 30 1 450 192 504 4,320 3 20 

本部 宇治市役所 30 1 360 1,812 7,130 3,888 10 90 

計 700 31 13,400 8,652 23,200 80,784 69 480 
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② 集中備蓄資材      

品 目 

南 
小 
倉 
小 

大 
開 
小 
 

 
西 
大 
久 
保 
小 

 
三 
室 
戸 
小 
 

南 
部 
小 
 

木 
幡 
小 
 

笠 
取 
小 
 

 
笠 
取 
第 
二 
小 

 
宇 
治 
市 
役 
所 

計 

乾パン (缶) 3,000 480 2,040 2,520  480 480 480 2,000 11,480 

アルファ米 (食) 2,250  4,000 2,750     2,000 11,000 

アルファ米梅粥・白粥 (食) 500  500 500     500 2,000 

粉ミルク 
(缶)         98 98 

(箱)         600 600 

コンパクトタオル (枚) 900 300 1,200 300 300   300 600 3,900 

緊急水袋 (枚) 4,500 100 600 300    200 3,000 8,700 

救助器具セット (台) 1  2 5     6 14 

ワンタッチ担架 (本) 5  5 10      20 

リヤカー (台) 1  1 2      4 

脚立 (脚) 1  1 2      4 

鋸  (本) 3 1 2 7 1   1 7 22 

ハンマー  (本) 3 1  3 1   1 3 12 

ブルーシート (枚) 10 1 10 14 6   1 5 47 

バール  (本) 3 1 4 7 1   1 3 20 

ボルトクリッパー (本) 2 1 1 1 1   1 4 11 

剣先スコップ  (本) 10 3 10 9 3   5 10 50 

ロープ  (本) 5 1 5 2 1   1 3 18 

バケツ (個) 40 10 16 50 10   10 48 184 

簡易浄水器 (台) 1   1     5 7 

投光器セット (台) 3  2 4     2 11 

緊急用浄水器 (台) 1  1 2      4 

災害時用煮炊釜セット (台) 1  1 2      4 

多人数型救急箱 (ｾｯﾄ) 1  1 2     2 6 

拡声器  (台) 5 1 1 4 2   1 6 20 

石油ストーブ (台) 10 5 10 5 2   2 6 40 

テント (張)    2     3 5 

車椅子 (台) 5  5 6    2 2 20 

体育館用間仕切り (ｾｯﾄ) 1  1 2      4 

 



資料２ 

答申の方向性について 

 

報酬・給料について 

 人事院勧告の状況 

 ・一般職は、平均３．０％の引き上げ 

 ・指定職は、１．１％の引き上げ 

 

 これまでの宇治市の対応 

 ・国の指定職の改定率が１．０％未満の場合は据え置き 

・改定率が１．０％を超える場合は改定 

 

 

 

期末手当について 

 人事院勧告の状況 

 ・一般職は、期末･勤勉手当合計０．１月分の引き上げ 

 ・指定職は、期末･勤勉手当合計０．０５月分の引き上げ 

 

 これまでの宇治市の対応 

 ・国の指定職に準じて改定 

 

 

 

方向性について（案） 

 

 報酬・給料 引き上げ（詳細は別紙参照） 

 

 期末手当  国の指定職に準じて０．０５月分の引き上げ 

 

 

 



人事院勧告（官民較差解消）による指定職俸給改定と宇治市議員・特別職報酬の変遷

（単位：円）

年度 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H14 H15

+1.5% +3.1% +3.7% +2.0% +1.0% +1.0% ▲2.1% ▲1.2%

+15,000 +31,000 +37,000 +20,000 +10,000 +10,000 ▲21,000 ▲12,000

議 長 480,000 510,000 580,000 620,000 650,000 670,000 650,000 635,000

副 議 長 440,000 470,000 530,000 570,000 600,000 620,000 600,000 585,000

議 員 400,000 430,000 480,000 520,000 550,000 570,000 550,000 535,000

市 長 800,000 860,000 970,000 1,040,000 1,090,000 1,110,000 1,070,000 1,035,000

副 市 長 660,000 710,000 800,000 860,000 910,000 920,000 890,000 860,000

教 育 長 580,000 620,000 700,000 750,000 800,000 810,000 780,000 755,000

→指定職の増減がわずかであり、議員・特別職は据え置き （単位：円）

年度 H21 H22 H23 H27 H28 H30 R5 R6

▲0.3% ▲0.2% ▲0.5% +1,000円 - - +0.3% +1.1%

▲3,000 ▲2,000 ▲5,000 +1,000 - - +3,000 +10,000

議 長 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

副 議 長 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

議 員 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

市 長
1,075,000

（1,065,000）
△1万円

⇒ ⇒ ⇒
-

（1,021,250）
△5％

-
（967,500）

△10％
　

副 市 長
895,000

（885,000）
△1万円

⇒ ⇒ ⇒
-

（850,250）
△5％

-
（823,400）

△8％

教 育 長
785,000

（775,000）
△1万円

⇒ ⇒ ⇒
-

（745,750）
△5％

-
（730,050）

△7％

地域手当廃止

※指定職（国）の上段は平均改定率、下段は平均改定額

※給与構造改革（H18）、総合的見直し（H27）の改定は、官民較差解消を目的とした改定とは異なるため、対象としない

※H21の特別職報酬改定は、地域手当の廃止に伴うもの

議員・特別職報酬改定の傾向

・国の指定職が1.0％以上の増減があった場合に連動

・1.0％に満たない増減の場合は改定見送り

⇒・R5は国の指定職の増額がわずかであるとの理由により、据え置きの答申。

　 ・R6の国指定職は1.1%（平均10,000円）の増額改定

　 ・H22以降の国の指定職の増減を積み上げた場合⇒+7,000円（一定の増額幅）

　 ・これまでの傾向及び昨年度の答申を踏まえると、増額改定の方向か

指定職（国）

指定職（国）

＊（　　　）内は、当分の間適用



議員・特別職の報酬改定の検討

改定案　R6人勧における国の指定職の引き上げ率をベースに改定【約1.1%】

現行
①

改定案
②

引上額
②-①

調整後
改定率

議 長 635,000 645,000 +10,000 1.57%

副 議 長 585,000 595,000 +10,000 1.71%

議 員 535,000 545,000 +10,000 1.87%

市 長 1,075,000 1,090,000 +15,000 1.40%

副 市 長 895,000 910,000 +15,000 1.68%

教 育 長 785,000 800,000 +15,000 1.91%

改定のポイント

1.全職が１％台となる改定

2.議員報酬はこれまでから市長の1/2程度

3.議長・副議長の間差は50千円

4.一般職の引き上げが続いており、部長級と特別職の差が縮まっていることを一定考慮（教育長）

改定前 改定後 差額

議 長 10,467,975 10,632,825 +164,850

副 議 長 9,643,725 9,808,575 +164,850

議 員 8,819,475 8,984,325 +164,850

市 長 17,721,375 17,968,650 +247,275

副 市 長 14,754,075 15,001,350 +247,275

教 育 長 12,940,725 13,188,000 +247,275

改定前 改定後 差額

議 長 41,871,900 42,531,300 +659,400

副 議 長 38,574,900 39,234,300 +659,400

議 員 35,277,900 35,937,300 +659,400

市 長 87,655,500 88,878,600 +1,223,100

副 市 長 69,040,300 70,197,400 +1,157,100

教 育 長 44,120,925 44,964,000 +843,075

A　年間総収入

報酬(給料)×12月+期末手当

B　任期内総収入

A×任期(4年(教育長のみ3年))+退職手当(特別職のみ)


